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Ⅰ　障害者手帳について【お問い合せ先】龍ケ崎市障がい福祉課／℡６４－１１１１

 １．身体障害者手帳　　身

　　身体に障がいのある方に交付します。障がいの程度により手帳には１級～６級までの区分があります。

　　各種制度・サービスを利用する際に必要となります。

　　　※制度・サービスによっては手帳が必要でない場合もあります。

　　【対象者】

　　視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ

　　うまたは直腸、小腸、肝臓、免疫）に障がいのある方

　２．療育手帳　　療

　　知的障がいのある方に交付します。障がいの程度により、手帳にはＡ、Ａ、B、Cの区分があります。各種制

　　度・サービスを利用する際に必要となります。

　　　※制度・サービスによっては手帳が必要でない場合もあります。

　　　【対象者】

　　知的障がいのある方

　３．精神障害者保健福祉手帳　　精

　　一定の精神障がいの状態にあることを証明することにより、各方面からの支援を受けやすくするために

　　交付するものです。手帳には１級～３級の区分があります。各種制度・サービスを利用する際に必要と

　　なります。

　　　※制度・サービスによっては手帳が必要でない場合もあります。

　　　【対象者】

　　精神の障がいのため、日常生活や社会生活に制約がある方
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Ⅱ　医療費の助成

　１．自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）　身　療　精

　　都道府県の指定を受けた指定医療機関で、心身の障がいの除去・軽減を図るために必要な医療を受ける

　　際の医療費の助成を行います。医療費の原則１割が自己負担となります。

　　　※所得に応じて月額の自己負担上限額を設けてあります。所得が一定額以上の場合は、対象とならない場合があ

　　　　ります。

　①　更生医療の対象者　　

　　　１８歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実

　　　に効果が期待できるもの。

　②　育成医療の対象者　　

　　　１８歳未満の身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾

　　　患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるもの。

　　　　※更生医療と異なり、身体障害者手帳をお持ちでない方も対象となります。

　③　精神通院医療の対象者　　

　　　通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患（てんかんを含む）のある方

　　　　※精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方も対象となります。

　　　【お問い合せ先】

　　　龍ケ崎市障がい福祉課／℡６４－１１１１

　２．医療福祉制度（マル福・重度心身障害者等医療費助成制度）　身　療　精

　　保険給付に伴う医療費の自己負担分を助成する制度です。病院等で診療を受けた場合に、医療費の自己

　　負担が助成されます。

　　【対象者】

　　　以下のいずれかに該当する方

　　　①身体障害者手帳１級または２級の方

　　　②身体障害者手帳３級の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、免疫）の方

　　　③身体障害者手帳３級かつ知能指数５０以下の方（療育手帳B）

　　　④知能指数が３５以下の方（療育手帳Ⓐ、A）

　　　⑤精神障害者保健福祉手帳１級の方

　　　⑥障害年金１級を受給している方

　　　⑦特別児童扶養手当１級の対象の方

　　　　※所得が一定額以上の場合は、対象とならない場合があります。

　　　　　６５歳以上７５歳未満は後期高齢者医療制度に加入している方に限ります。

　　　【お問い合せ先】

　　　龍ケ崎市保険年金課／℡６４－１１１１
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Ⅲ　各種手当・共済について【お問い合せ先】龍ケ崎市障がい福祉課/℡６４-１１１１

　１．特別障害者手当　　身　療　精

　　著しく重度の障がいがあり、常時特別な介護を必要とする在宅の２０歳以上の方に手当を支給します。

　　【手当額】　

　　月額２７，９８０円

　　【対象者】

　　障害基礎年金１級程度の障害が重複する場合等で所得要件を満たす方

　　（障がい要件の審査により認められた場合に支給されます。）

　２．障害児福祉手当　　身　療　精

　　著しく重度の障がいがあり、常時介護を必要とする在宅の２０歳未満の方（お子さん）に支給します。

　　【手当額】　

　　月額１５，２２０円

　　【対象者】

　　身体障害者手帳１級程度または療育手帳Ａ程度の方で所得要件を満たす方

　　（障がい要件の審査により認められた場合に支給されます。）　

　３．特別児童扶養手当　　身　療　精　

　　心身に障がいのある在宅の２０歳未満のお子さんを養育している保護者に支給します。

　　【手当額】　

　　１級／月額５３，７００円

　　２級／月額３５，７６０円

　　【対象者】

　　次のいずれかの障がいのある２０歳未満のお子さんを養育している保護者で所得要件を満たす方

　　①身体障害者手帳のおおむね１級～３級程度の障がい（内部障がいは例外有り）の方

　　②療育手帳の総合判定がＡ、Ａ、Ｂ程度の障がいまたは同程度の精神障がいの方

　　（障がい要件の審査により認められた場合に支給されます。）　
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　４．在宅心身障がい児福祉手当　　身　療　精

　　心身に障がいのある在宅の２０歳未満のお子さんを養育している保護者に支給します。

　　【手当額】　

　　月額３，０００円

　　【対象者】

　　次に該当する２０歳未満のお子さんを養育している保護者

　　①身体障害者手帳のおおむね１級～３級（一部４級）程度の障がいの方

　　②療育手帳の総合判定がＡ、Ａ、Ｂ程度の障がいまたは同程度の精神障がいの方

　　③特別児童扶養手当の１級または２級に該当している障がいの方

　　　

　

　５．心身障害者扶養共済制度　　身　療　精

　　心身に障がいのある方の保護者が一定額の掛金を拠出し、当該保護者に万一のことがあった際に、心身

　　に障がいのある方に終身年金を支給する制度です。

　　【対象者】

　　次に該当する方の保護者で６５歳未満の方　　

　　①療育手帳をお持ちの方

　　②身体障害者手帳１級～３級程度の方

　　③心身に上記①②と同程度の永続的な障がいのある方

　６．難病患者福祉見舞金　　難

   難病患者で，保健所から下記の受給者証を交付されている本人またはその保護者に支給します。なお，

　　見舞金の支給申請は毎年度必要です。

　　【見舞金額】　

　　年額２０，０００円

　　【対象者】

　　保健所から次の受給者証の交付を受けている方

　　①指定難病特定医療費受給者証

　　②一般特定疾患医療受給者証

　　③先天性血液凝固因子障害等医療受給者証

　　④小児慢性特定疾病医療受給者証
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Ⅳ　年金、税の減免、各種割引制度

　１．障害年金（障害基礎年金・障害厚生年金）　　身　療　精　難

　①　障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日（障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または

歯科医師の診断を受けた日）のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表（１級・２級）

による障がいの状態にある方。初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の２／３以上の期

間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日においては６５歳未満であり、初

診日のある月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと（保険料納付要件）が必要です。

　②　障害厚生年金

　　　厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の１級または２級に該当する

　　　障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障がい

　　　の状態が２級に該当しない軽い程度の障がいのときは、３級の障害厚生年金が支給されます。

　　　【お問い合せ先】

　　　障害基礎年金／龍ケ崎市保険年金課／℡６４－１１１１

　　　障害厚生年金／土浦年金事務所／℡０２９－８２５－１１７０　

　２．特別障害給付金制度　　身　療　精　難

①平成３年３月以前に国民年金任意加入対象だった学生

②昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象だった被用者（厚生年金、共済組合の加入者）の配偶

者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日（ 障がいの原因となった傷病について、初

めて医師または歯科医師の診断を受けた日）があり、現在、障害基礎年金１級、２級相当の障がいの状

態にある方に特別障害給付金が支給されます。ただし、６５歳に達する日の前日までに当該障がい状態

に該当された方に限られます。また、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することが

できる方は対象になりません。

　　　【お問い合せ先】

　　　土浦年金事務所／℡０２９－８２５－１１７０　

　　　【請求書の受付】

　　　龍ケ崎市保険年金課／℡６４－１１１１
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　３．税の減免等　　身　療　精

　①　所得税・住民税の障害者控除、利子等の非課税

　　　納税者自身または控除対象配偶者若しくは扶養親族が、所得税法上の障がい者に当てはまる場合は、

　　　一定の金額の所得控除を受けることができます。また、預貯金や国債などの利子等についても、非課税

　　　制度（障がい者等のマル優、障がい者等の特別マル優）があります。

　②　相続税の控除

　　　相続人が８５歳未満で障がい者の場合は、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

　　　【お問い合せ先】

　　　所得税、利子等の非課税・相続税の控除／竜ケ崎税務署／℡６６－１３０３

　　　住民税／ 龍ケ崎市税務課／℡６４－１１１１

　③　自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免　　身　療　精

心身に障がいのある方が使用する自動車、もしくは障がい者と生計を同一にする方が、障がいのある

方のために使用する自動車、または常時介護する方が使用する自動車は一定の要件を満たす場合に、

自動車税種別割・自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）が減免されます。

　　　※対象となる車両は対象者１人につき１台となります。

　　　【対象者】

　　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満

　　　たす方

　　　【お問い合せ先】

　　　自動車税種別割・自動車税（環境性能割）／土浦県税事務所／℡０２９－８２２－７２０８

　　　軽自動車税（環境性能割）／龍ケ崎市税務課／℡６４－１１１１
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Ⅴ　公共交通機関等の割引

　１．鉄道・バス・航空運賃の割引　　身　療　精

　　身体に障がいのある方、知的障がいのある方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および介護者が、鉄

　　道やバス、航空機などを利用する際の運賃が割引されます。ただし、手帳（障がい）の内容によって割引

　　を受けることができない場合があります。

　　【お問い合せ先】

　　駅やバス会社、航空会社の窓口に直接お問い合わせください。

　２．有料道路通行料金の割引　　身　療

　　身体に障がいのある方が自動車を自ら運転する場合、または重度の障がいのある方が乗車する自動車を

　　介護者が運転する場合、有料道路の料金が半額になります。障がい福祉課の窓口で身体障害者手帳、療育

　　手帳に自動車登録番号等の記載を受ける必要があります。ＥＴＣ（自動料金収受システム）での登録

　　も可能です。

　　【対象者】

　　次のいずれかに該当する方　　

　　①身体に障がいのある方が自ら運転する場合

　　②重度の身体障がい者が乗車する自動車を介護者が運転する場合

　　③療育手帳Ａ以上の方が乗車する自動車を介護者が運転する場合

　　【お問い合せ先】

　　 龍ケ崎市障がい福祉課／℡６４－１１１１

　３．タクシー料金の割引　　身　療

　　身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方が、県内においてタクシーを利用する際、割引が受けられます。

　　【お問い合せ先】

　　茨城県ハイヤー・タクシー協会／℡０２９－２９７－７１３１

　４．タクシー券の交付　　身　療　精

　　身体・知的・精神に障がいのある方がタクシーを利用する際の料金の一部を補助します。

　　【対象者】

　　①身体障害者手帳１級、２級の方

　　②療育手帳Ａ、Ａの方

　　③精神障害者保健福祉手帳１級の方

　　　※ただし、自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方を除きます。

　　【お問い合せ先】

　　 龍ケ崎市障がい福祉課／℡６４－１１１１
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５．龍ケ崎市乗合タクシー料金の割引　　身　療　精

龍ケ崎市民を対象としたサービスで、運行は(1)自宅から目的地まで、(2)目的地から自宅まで、(3)目的

地から目的地までの３系統です。一つの便に複数の利用者がいる場合は、乗り合いでの利用となります。

ご利用には事前登録（無料）が必要です。

　　◆目的地　龍ケ崎市役所、関東鉄道竜ヶ崎駅、龍ケ崎済生会病院、総合福祉センター、龍ケ崎市文化会館、

　　　市民窓口ステーション（ショッピングセンターサプラ内）、さんさん館

　　【対象者】

　　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、その介護者

　　【お問い合せ先】

　　　 龍ケ崎市都市計画課／℡６４－１１１１

　６．ＮＨＫ受信料の減免　　身　療　精

　　一定の要件を満たす場合、ＮＨＫの受信料が減免されます。障がい福祉課の窓口で申請書に証明を受け

　　る必要があります。

　　【対象者】

　　◆全額免除

　　　障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が住民税非課税の場合

　　◆半額免除

　　　世帯主が次の障害者手帳を持ち、かつ受信契約者の場合

　　（視覚・聴覚障がいで身体障害者手帳所持、身体障害者手帳１～２級、療育手帳Ａ、Ａ、精神障害者保健

　　　福祉手帳１級）

　　【お問い合せ先】

　　　ＮＨＫふれあいセンター／℡０５７０－０７７ー０７７

　７．ＮＴＴの無料番号案内　　身　療　精

　　電話帳利用が困難な障がいのある方の電話案内料が無料になります。ご利用には、事前登録が必要です。

　　【対象者】

　　①視覚・聴覚・音声機能・言語機能又はそしゃく機能障がいで身体障害者手帳をお持ちの方

　　②上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で１～２級の身体障害者手帳をお持ちの方

　　③療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

　　④戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす方

　　【お問い合せ先】

　　ＮＴＴ／℡０１２０－１０４ー１７４

　８．携帯電話使用料金の割引　　身　療　精　難

　　身体、療育、精神手帳をお持ちの方、難病受給者証をお持ちの方は、携帯電話使用料金の割引を受ける

　　ことができます。割引の内容および申込手続きについては、各携帯電話事業者ごとに異なります。

　　【お問い合せ先】

　　対象者および割引内容等については、各事業者に直接お問い合わせください。
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Ⅵ　地域での生活の支援について【お問い合せ先】龍ケ崎市障がい福祉課/℡６４-１１１１

　１．障害福祉サービス　　身　療　精　難

　　在宅で訪問や通所により利用するサービスと、入所施設で利用するサービスがあります。さらに、入所施

　　設でのサービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへと転換するための、「居住支援」と「日中活

　　動」に分けられます。サービスを受けるためには、どのくらいのサービス量が必要かを決定する障害支援

　　区分の認定を受ける必要があります。　
　①　訪問系サービス（在宅で訪問を受けて利用するサービスです）

給付の種類 サービス名称 内　　　　　容

介護給付

居宅介護

（ホームヘルプ）

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行うサービスです。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいによ

り行動上著しい困難があって、常に介護が必要な方に、自宅で入浴や

排せつ、食事などの介助や外出時の移動補助を行うサービスです。

同行援護 視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、外出に必要な情報の

提供や移動の援護などを行うサービスです。

行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に

行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助を行うサービスです。

重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方で、介護の必要の程度が著しく高い方に、居

宅介護などのサービスを包括的に提供するサービスです。

訓練等給付 自立生活援助 入所施設等から在宅に移行した単身で生活する障がい者に対し

て、一定の期間、自立した生活を営むために必要な訪問や相談な

どの援助を行うサービスです。

就労定着支援 就労に向けた支援を受けて一般企業等に雇用された障がい者に

対して、一定の期間、就労の継続を図るために、雇用主や障がい福

祉事業者等との連絡調整を行うサービスです。

　②　日中活動系サービス（施設で昼間の活動を支援するサービスです）

給付の種類 サービス名称 内　　　　　容

介護給付

療養介護 医療が必要な方で、常に介護を必要とする方に、主に昼間に病院

等において機能訓練、療養上の管理、看護などを提供するサービ

スです。

生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作

的活動などの機会を提供するサービスです。
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短期入所

（ショートステイ）

在宅の障がい者（児）を介護する方が病気の場合などに、施設に

短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを行うサービスです。

訓練等給付

自立訓練

（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機

能や生活能力向上のために必要な訓練を行うサービスです。

就労移行支援 通常の事業所で働きたい方に、一定期間、就労に必要な知識およ

び能力向上のための訓練を行うサービスです。

就労継続支援

（Ａ型・Ｂ型）

一般企業等で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活

動など、知識や能力の向上のための訓練を行うサービスです。

障害児

通所給付

児童発達支援 未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。

放課後等デイサービス 学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センター等の

施設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流

の促進などの支援を行うサービスです。

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し障がい児に対して、障がい児以外の児童との集

団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。

医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練などの支援と治療を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支

援

重度の障がい等により、外出することが著しく困難な障がい児に

対して、居宅に訪問して児童発達支援を行うサービスです。

　③　居住支援系サービス（入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います）

給付の種類 サービス名称 内　　　　　容

介護給付 施設入所支援 主として夜間や休日、施設に入所する障がい者に対して、入浴、排

せつ、食事の介護などの支援を行うサービスです。

訓練等給付 共同生活援助

（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を

行うサービスです。

　２．補装具費の支給　　身　難

　　身体障害者手帳をお持ちの方で、判定の結果補装具が必要と認められた方に、日常生活を容易にするた

　　めの補装具の購入等にかかる給付（自己負担：原則として１割）を行います。

　　【視覚障がい】　盲人用安全杖、義眼、眼鏡

　　【聴覚障がい】　補聴器

　　【肢体不自由】　義手、義足、座位保持装具、車いす、歩行器、歩行補助杖　等

　　【重度両上下肢及び音声言語機能障害】　重度障害者用音声伝達装置
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　【障害福祉サービスの支給・利用までの流れ】

　　

　

　事業者

　

障害福祉サービスの支給申請

「サービス等利用計画案」の作成を依頼

事業者作成かセルフ作成を選択

障害支援区分認定調査

障害認定審査会

障害支援区分認定通知

サービス等利用計画案の作成・提出

支給決定・受給者証の交付

サービス等利用計画の作成

サービス事業所の紹介 ,連絡調整

サービスの利用開始

モニタリングの実施
※事業者に計画作成を依頼した場合のみ

　市の担当窓口に障害福祉サービス利用の申請をします。

「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出
　依頼書」をお渡しします。

「サービス等利用計画案」の作成は、県の指定を受けた相談支援事業者の
ほかに、申請者が自分で作成することもできます。事業者に作成を依頼す
る場合は、近隣の事業者をご紹介しますので、「サービス等利用計画案・
障害児支援利用計画案提出依頼書」をお手元にご用意いただき、まずは
お電話で事業者にお問い合わせください。

　※市職員（認定調査員）がご自宅等に訪問して、心身の状況等について
　　確認をします。
　※障害認定審査会で、障害支援区分の審査・判定を行います。
　※決定した障害支援区分を郵送でお知らせいたします。
　　事業者に「サービス等利用計画案」の作成を依頼した方は、事業者に
　　決定した障害支援区分をお知らせください。

　事業者に「サービス等利用計画案」の作成を依頼した場合は、事業者
（相談支援専門員）がご本人・ご家族と面会し、ご希望などをお伺いし
　て計画案を作成し、申請者にお渡しします。
　※作成した計画案を市の担当係に提出してください。
　※事業者に作成を依頼した場合は次の書類も併せて提出してください。
　・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
　・計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書

提出された計画案を勘案して、サービスの支給決定をします。

支給決定の内容により、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を
作成します。（事業者に作成を依頼した場合は、事業者が作成します。

支給決定内容に基づき、サービス事業所と契約します。ご本人等が障がい
によりサービス事業所との連絡が難しい場合は、事業者が連絡調整等の
支援をします。

事業者に計画の作成を依頼した場合は、事業者がサービスの種類や量など
が適切かどうかの検証（モニタリング）を行い、状況に応じて、サービス
の見直しなどを行います。

相談支援事業所が、サービス事業所を紹介したり、
契約に際してご本人の希望を伝えます。また、モ
ニタリングを通じて、サービスの利用状況などを
サービス事業所にお聞きしたり意見を求めるなど
して計画の見直しなどに役立てます。
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３．地域生活支援事業　　身　療　精　難

　　障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じてさま

　　ざまな事業を実施しています。

　

サービス名称 内　　　　　　　容

相談支援事業 障がいのある方またはその家族の様々な相談に応じます。また、必要な情

報提供や福祉サービスの利用支援等の支援を行います。

成年後見制度利用支援事業 障がいのある方の権利擁護のため、申立人がいない場合や申立手続きや

費用に関する支援を行います。

コミュニケーション支援事業 聴覚障がい等のため、意思疎通を図ることに支障がある方に対し、手話通

訳者や要約筆記者を派遣します。

日常生活用具費給付事業 障がいのある方の在宅での生活をより円滑にするために、日常生活に必

要な機器などの購入や修理費用を給付するサービスです。（ストマ用装

具、特殊寝台、スロープ、手すり等）

移動支援事業 屋外での移動が困難な方に対し、外出のための支援を行います。

地域活動支援センター事業 創作活動や生産活動など、地域での多様な活動の場を提供するサービス

です。

居室確保事業 障がいのある方に入所施設における宿泊体験の機会を提供するとともに、

緊急時の受入れ体制を確保するためのサービスです。

訪問入浴サービス 入浴が困難な在宅の身体障がい者の自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴

介護を行います。

通所入浴等サービス 自宅での入浴が困難な重度の身体障がい者に対し、通所による入浴サー

ビスを提供します。

日中一時支援事業 一時的に見守り等の支援が必要な方に対し、日中における活動の場を確

保し、介護家族の就労や一時的な休息が取れるよう支援します。

自動車運転免許取得費用・

改造費用助成事業

身体障がい者に対し、就職等の社会参加のために自動車運転免許の取得

または自動車の改造を行う場合に、その費用の一部を助成します。

就職支度金給付事業 就労移行支援や就労継続支援を利用した方、あるいは身体障害者更生援

護施設に入所又は通所する身体障がい者が訓練を終了して、就職等によ

り自立する場合に支度金を支給します。

重度訪問介護利用者の大学等

修学支援事業

重度の身体障がい者が、大学等への通学及び就学にあたって必要な身体

介護等の支援（ホームヘルパー等の派遣）を支給します。
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Ⅶ　その他の生活支援サービス

　１．本市で実施している事業　【お問い合せ先】龍ケ崎市障がい福祉課／℡６４－１１１１　

　

　　①　さわやか理髪推進事業　　身

　　　　理容師が自宅に訪問し、整髪及び顔そり等の出張理容サービスを行います。

　　　　【対象者】

　　　　外出が困難で身体に重度の障がいのある方

　　②　家庭ごみのおはようＳＵＮ訪問収集　　身　療　精　難

　　　　自宅から集積所へごみの搬出が困難な方に対し、市職員が直接訪問しごみ収集を行います。

　　　　【対象者】

　　　　日常生活に介助または介護を必要とするひとり暮らしの障がい者世帯、あるいは高齢者および障が

　　　　い者等で構成されている世帯　　

　　③　福祉電話の貸与　　身

　　　　社会とのコミュニケーションや緊急時の連絡手段を確保するため福祉電話を貸与します。

　　　　【対象者】

　　　　電話（携帯電話等含む）をお持ちでない市民税非課税世帯の外出困難な身体に重度の障がいのあ

　　　　る方（おおむね障がい等級１級、２級程度）　　

　　④　いばらき身障者等用駐車場利用証制度　　身　療　精　難

　　　　所定の障がい者、介護保険の要介護認定で要介護１以上である高齢者、難病患者及び妊産婦の方な

　　　　どが、ショッピングセンターや公共施設にある身障者等用駐車場を利用しやすくするため、利用証

　　　　を発行しています。

　　⑤　救急医療情報安心キット配付事業　　身　療　精

　　　　救急時に必要な情報をあらかじめ自宅に保管しておくための安心キットを配付します。

　　　　【対象者】

　　　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、かつ障がいの程度が重度の方　

　　⑥　ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業　　身

　　　　事故や急病等の緊急時に簡便に消防署へ通報できる緊急通報装置を貸与します。

　　　　【対象者】

　　　　ひとり暮らしで外出困難な身体に重度の障がいのある方　

　　⑦　図書等郵送サービス　　身

　　　　図書館にくることができない方に、図書等の貸出しを行います。

　　　【お問い合せ先】龍ケ崎市中央図書館／℡６４－２２０２
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　２．その他の機関で実施している事業

　

　　　【お問い合せ先】

　　　　①から④の事業　　龍ケ崎市社会福祉協議会／℡６２－５１７６

　　　　⑤及び⑥の事業　　茨城県保健福祉部障害福祉課／℡０２９－３０１－３３６８

　　　　⑦の事業　　　　　竜ケ崎警察署／℡６２－０１１０

　　①　点字・声の広報　　身

　　　　目の不自由な方に、点訳広報紙や音訳広報（CD)を製作・郵送し、情報提供サービスを行います。

　　②　障がい者自立化支援事業　　身　療　精

　　　　障がいがあるため、就労が困難な方の意欲と障がいの状態に応じて、社会参加と自立化を支援する

　　　　ための実習と就労の場を提供します。

　　③　日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）　　療　精

　　　　知的または精神に障がいのある方で、判断能力が不十分、また親族などの援助が得られないという

　　　　方に、福祉サービスの利用手続きの援助、日常生活の金銭管理の援助および書類の預かりサービス

　　　　などを行い、在宅での日常生活を支援します。

　　④　生活福祉資金の貸付　　身　療　精　難

　　　　低所得者、障がい者または高齢者の属する世帯に対し、経済的な自立や安定した生活を送れるよう

　　　　に資金の貸付けを行っています。貸付けには、対象となる世帯について、いくつかの条件があります。

　　⑤　身体障害者補助犬の給付　　身

　　　　重度の障がい者の就労等社会活動への参加を促進するため、一定の条件をもとに、身体障害者補助

　　　　犬を給付します。

　　⑥　ストマ用装具（蓄弁袋・蓄尿袋）の支給　　身

　　　　オストメイト対策事業として、ストマ用装具購入の助成を行っています。

　　⑦　駐車禁止除外指定車標章の交付　　身　療　精

　　　　道路標識等により駐車を禁止されている道路で、その駐車禁止の適用を除外するための申請ができ

　　　　ます。　　　　
　　　　　※対象となる障がいの範囲に制限があります。
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Ⅷ　災害時の備え、平常時の見守りについて

　１．災害時避難行動要支援者避難支援プラン　　身　療　精　難
　　　龍ケ崎市では平成２３年度より、高齢者や障がいのある方を災害から守るため地域における災害対策

　　に取り組んでいます

　■災害時避難行動要支援者避難支援プランとは災害時避難行動要支援者避難支援プランとは    　　　　

　■　■災害時避難行動要支援者とは　　災害時避難行動要支援者とは　　

　　

　　　　

①　６５歳以上のひとり暮らしの方

②　要介護３以上の方

③　身体障害者手帳（１・２級）の交付を受けている方

④　療育手帳（　A　・　A　）の交付を受けている方

⑤　精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている方

⑥　前各号に準ずる方で希望される方

　　■■災害時に援護者の支援を受けるためには　　災害時に援護者の支援を受けるためには　　　　

　　

　　

　　
　　　　ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方などひとり暮らしの高齢者や障がいのある方など災害が災害が
　　起きたときに手助け（支援）を必要とする方に対し起きたときに手助け（支援）を必要とする方に対し
　　て，住民自治組織，自主防災組織，民生委員児童委て，住民自治組織，自主防災組織，民生委員児童委
　　員，近所の方など地域が連携して支援をしていく制員，近所の方など地域が連携して支援をしていく制
　　度度です。です。

　　　　災害時避難行動要支援者とは，災害が発生した場合に，自らを守るための災害時避難行動要支援者とは，災害が発生した場合に，自らを守るための
　適切な行動が困難で何らかの助けを要する　適切な行動が困難で何らかの助けを要する次の方が対象次の方が対象となります。となります。

　　
　　　　①①　災害時に支援を受けるには，事前に「災害時避難行動要支援者避難支援プラン　災害時に支援を受けるには，事前に「災害時避難行動要支援者避難支援プラン
　　　個別計画登録　　　個別計画登録調査書兼登録申請書」を提出してください。調査書兼登録申請書」を提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　②　支援のために　②　支援のために必要な必要な個人情報を，住民自治組織・自主防災組織・民生委員児童個人情報を，住民自治組織・自主防災組織・民生委員児童
　　　　　　委員・地域の支援者等に対して提供委員・地域の支援者等に対して提供することに同意できる方が対象となります。することに同意できる方が対象となります。
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　■　■提供する個人情報は　　提供する個人情報は　　　　　　

　■　■支援者とは　　支援者とは　　　　

　　　　※  ※   支援者にはできるだけの支援をお願いするもので，責任を伴うものではありません。 支援者にはできるだけの支援をお願いするもので，責任を伴うものではありません。

　　　また，主な支援内容は安否確認や避難指示が出た場合の避難誘導になります。　　　また，主な支援内容は安否確認や避難指示が出た場合の避難誘導になります。

　

　　　　住所・氏名・電話番号・緊急連絡先・かかり住所・氏名・電話番号・緊急連絡先・かかり
　つけ医療機関など，その他災害時に役立つと思　つけ医療機関など，その他災害時に役立つと思
　われる情報です。あらかじめご本人から届け出　われる情報です。あらかじめご本人から届け出
　ていただきます。　ていただきます。

　　支援者には，避難行動要支援者への日頃の声かけや災害が起　　支援者には，避難行動要支援者への日頃の声かけや災害が起
　きたときの安否確認，避難の手助けをお願いしますので，　きたときの安否確認，避難の手助けをお願いしますので，災害災害
　　が起きたときに頼りになり助け合っていくことができる住民自が起きたときに頼りになり助け合っていくことができる住民自
　　治組織・自主防災組織などから選んでいただきます。治組織・自主防災組織などから選んでいただきます。
　　このため，普段から気軽に話せる関係を避難行動要支援者，　　このため，普段から気軽に話せる関係を避難行動要支援者，
　支援者双方がつくるといった　支援者双方がつくるといった心がけも重要心がけも重要です。　です。　
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２．見守りネットワーク事業（あんしん絆ネットわーク）　身　療　精　難

　　　龍ケ崎市では，地域の皆さんの協力をいただき「あんしん絆ネットわーク」をつくっています。これは，

　　　日常生活や仕事の中で，さりげなく地域の高齢者や子ども，障がい者などに接し，見守っていただ

　　　くことで，要援護者の方々が安心して生活し続けることのできる地域づくりを目指すものです。

　　　皆さんの周りの要援護者に「ちょっと気がかりなこと」があったら，市役所にご連絡ください。必要な

　　　サービスや支援につなげます。

 
～協力者・協力事業所を募集しています～

◆見守りネットワークに参加していただける協力者（団体および個人）や協力事業所を募集しています
◆協力者には協力員証，協力事業所には見守りステッカーを交付します
◆参加を希望される方は「登録申請書」を提出し，協力者・協力事業所の登録をお願いします
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　　あなたのほんのちょっとした気づきが

　　　認知症ケアや虐待の早期発見

　　　　　　さらには，孤立死の防止につながります

　　

　　　　　　※緊急性がある場合には，  救急・警察への通報  が優先されます。

 こんな時にご連絡ください・・・

 ◆郵便物や新聞がポストにたまっている
 ◆何日も同じ洗濯物が干してある
 ◆庭の手入れがされなくなった
 ◆最近，外出している姿を見かけない
 ◆家の中から大声で怒鳴る声がする
 ◆顔や腕などに不自然なあざがある
 ◆服装が不自然なまま外出している
 ◆あの子いつも一人ぼっちでいるけど・・

 ご連絡いただくと・・・

 ◆市職員が訪問し，どのような状況かを確認します
 ◆必要なサービスや制度を利用できるよう，本人及び家族を支援します
 ◆ご連絡をいただいた方のことはお話ししませんので，安心してご連絡ください

平日の連絡先（ 8:30～ 17:15）
龍ケ崎市　　障がい福祉課
℡0297-60-1528

夜間・土日祝日の連絡先
龍ケ崎市　　代表電話
℡0297-64-1111
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Ⅸ　障がいに関する表示

   １．障害者のための国際シンボルマーク

　　  障がいのある方々が利用できる建物、施設であることを

　　  表す世界共通のシンボルマークです。このマークは、

　　  「すべての障がい者を対象」としたもので、特に車椅子

      を利用する障がい者を限定し使用されるものではありま

      せん。

   ２．身体障害者標識

     肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されて

　    いる方が運転する車に表示するマークです。このマーク

　　  については努力義務となっています。

　 ３．聴覚障害者標識

　　 聴覚障がいであることを理由に、免許に条件を付されて

　　  いる方が運転する車に表示するマークです。このマーク

　　  については努力義務となっています。

　 ４．盲人のための国際シンボルマーク

　　  １９８４年に世界盲人会連合で制定された盲人のための

　　  世界共通のマークです。視覚障がい者の安全やバリアフ

　　  リーに配慮された建物、設備、機器などに付けられてい

　　  ます。

　 ５．耳マーク

　　  聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマ

　　  ークです。
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　６．ほじょ犬マーク

　　　身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体

　　　障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言い

　　　ます。

　７．オストメイトマーク

　　　

　　　人口肛門・人口膀胱を使用している方（オストメイト）の

　　　ための設備があることを表すマークです。オストメイト対

　　　応のトイレの入り口や案内プレートに表示するものです。

　８．ハートプラスマーク

　　　「身体内部に障がいのある人」を表しています。

　９．障害者雇用支援マーク

　　　公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障

　　　がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団

　　　体に対して付与する認証マークです。

　１０．ヘルプマーク

　　　援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない

　　　方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、

　　　援助を得やすくするためのマークです。
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Ⅹ　相談窓口および関係機関

　１．公共職業安定所（ハローワーク）

　　　専任のワーカーが、障がい者を対象とした職業訓練や職業紹介を行います。また、年１～２回程度、障

　　　がい者を対象とした就職面接会などを行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　ハローワーク龍ヶ崎／℡６０－２７２７　

　２．茨城障害者職業センター

　　　就職を希望する障がいのある方に対して、ハローワーク等の関係機関との連携のもと相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９６－７７－７３７３　（笠間市）

　３．障害者就業・生活支援センター

　　　求職活動や職業定着等で支援を必要とする障がいのある方や、障害者雇用に関して課題等を抱えてい

　　　る企業等からの相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　障害者就業・生活支援センターかすみ／℡０２９－８２７－１１０４（土浦市）

　４．障害者なんでも相談室

　　　障がいのある方、その家族の方および福祉施設の関係者などから日常生活における相談や権利擁護、

　　　財産管理などの相談に経験豊かな相談員がお答えします。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－２４４－９５８８（水戸市）

　５．身体の不自由な方々のための結婚相談

　　　身体に障がいのある方の、結婚に関する各種相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　一般社団法人　茨城県身体障害者福祉協議会／℡０２９－２４３－７０１０（水戸市）
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  ６．茨城県難病相談支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　難病に悩む方々からの相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】　　　　　　　　　　　　　　

　　　℡０２９－８４０－２８３８（阿見町・茨城県立医療大学内）

                      

　７．口腔センター                                   

　　　障がい者（児）の歯科治療を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　口腔センター土浦／℡０２９－８２２－３８３５（土浦市）

　８．福祉相談センター

　　　身体または知的障がいのある方、及びその家族などの関係者からの様々な相談に対し、医師・理学療

　　　法士・看護師・身体障害者福祉司などの専門スタッフが対応して、必要な助言や技術的援助、または

　　　情報提供を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－２２１－０８００（水戸市）

　９．児童相談所

　　　１８歳未満の方について、療育手帳や施設入所、その他全般的な相談を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　土浦児童相談所／℡０２９－８２１－４５９５（土浦市）

１０．保健所

　　　地域住民の健康の保持・増進等のための各種事業を実施します。

　　　【お問い合せ先】

　　　竜ヶ崎保健所／℡６２－２１６１（龍ケ崎市）
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１１．精神保健福祉センター

　　　精神保健相談や診療を行います。不登校、摂食障害などの思春期相談のほかアルコール依存症や薬物

　　　依存症に関する相談も受け付けています。また、精神障害者保健福祉手帳の交付および自立支援医療

　　（精神通院）の受給者証の認定も行っています。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－２４３－２８７０（水戸市）

１２．ひきこもり相談支援センター

　　　社会福祉士、精神保健福祉士の専門コーディネーターが

      ひきこもりについての相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９６－４８－６６３１（筑西市）

１３．発達障害者支援センター　COLORSつくば

　　　自閉症やアスペルガー症候群、学習障がい、注意欠陥・多動性障がいなどの発達障がいのあ

　　　る方やそのご家族への相談支援を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－８７５－３４８５（つくば市）

１４．茨城県母子保健センター

　　　子育て中の不安や悩み、お子さんの心身面や発達障がいに関する相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－２２１－１５５３（水戸市）

１５．茨城県高次脳機能障害支援センター

　　　高次脳機能障害（交通事故による外傷性脳損傷や脳卒中による脳血管障害などの後遺症として、記憶

　　　や感情などの脳の機能が損なわれる障がい）に関する相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－８８７－２６０５（阿見町・茨城県立医療大学内）
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１６．県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ

　　　手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員の養成・派遣や字幕入りビデオの製作や字幕・

　　　手話入りビデオテープの貸出しを行うほか、聴覚障がい者のいろいろな相談に応じます。

　　【お問い合せ先】　℡０２９－２４８－００２９（水戸市）

１７．県立視覚障害者福祉センター・点字図書館

　　　視覚障がい者のための各種相談、点字・録音図書の貸し出しをはじめ、点訳奉仕員、朗読奉仕員などボ

　　　ランティアの養成を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－２２１－００９８（水戸市）

１８．茨城県障害者権利擁護センター

　　　障がい者に対する虐待を防止するために、通報や相談を受け付けます。また、各市町村の障がい者虐待

　　　防止センターの紹介を行います。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０２９－３５３－８６６３（水戸市）

１９．法テラス茨城

　　　法的問題の相談に応じます。

　　　【お問い合せ先】

　　　℡０５０－３３８３－５３９０（水戸市）　

２０．成年後見センター

　　　センターに登録した司法書士が、障がい等で判断能力が不十分な方の財産管理や福祉サービスの利用

　　　に際して契約や財産分割などの法律行為の支援を行うための成年後見制度のサポートをします。

　　　【お問い合せ先】

　　　公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポートセンター茨城支部／

　　　℡０２９－３０２－３１６６

24



Ⅺ　障がい者団体　※こちらへの掲載を希望する団体は障がい福祉課までご連絡ください

　１．公益社団法人　日本オストミー協会茨城県支部

　　　　オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）のセルフケア相談，リハビリテーションに関す

　　　　る調査・研究，オストミーに関する講演会等の実施など。

　　　【連絡先】　鈴木／℡０２９－８９２－６２１９　ﾒｰﾙ:asakosann111@yahoo.co.jp

　　　　　　　 　　ホームページ：http://www.joa-net.org　

　２．全国失語症患者家族会

　　　　失語症患者・家族の悩みや介護について語り合う。失語症施策の行政への働きかけなど。

　　　　（こんな相談を受け付けています）

　　　　失語症患者の日常生活の悩みや不安，介護，リハビリなどの相談。就労，復職，運転免許の更新な

　　　　どの相談。

　　　【連絡先】　赤嶺／℡６５－４４４３　ﾒｰﾙ:aiko.a@festa.ocn.ne.jp

　　　

　３．認知症家族会あおぞら

　　　　認知症者家族の悩みの軽減，情報交換会の開催（毎月第１水曜日１３：３０市民活動センター），

　　　　徘徊者の早期発見ツールの紹介など。

　　　　（こんな相談を受け付けています）

　　　　認知症者が徘徊したときの家族への対応（対応方法や情報提供など）

　　　　介護保険利用の手続きの案内，徘徊者を認識するためのツール紹介。

　　　【連絡先】　成井／℡０９０－９８２２－９７０９　ﾒｰﾙ:sppuzt49@tvad.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　ホームページ：http://piakaiso.sakura.ne.jp/index.html

　４．龍ケ崎市肢体不自由児者父母の会

　　　　市の社会福祉協議会やボランティア連絡協議会が行う行事への参加，手伝いなど。

　　　【連絡先】　村上／℡６６－０８１５　
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　５．龍ケ崎市心身障がい者育成会

　　　　福祉の店「りゅう」での実習生・研修生へのサポート。近隣の施設見学会など。

　　　　（こんな相談を受け付けています）

　　　　親亡き後への不安の相談や障がい者の日常生活での悩みや不安など。

　　　【連絡先】　木田／℡６６－５０４５

　６．龍ケ崎市身体障害者福祉協会

　　　　会員の知見を深めるための研修会や近隣の障がい者同士の交流会。障がい者スポーツ大会への参加，

　　　　社会福祉協議会などが主催する行事への参加など。

　　　【連絡先】　高野／℡６２－０８１２

　７．龍ケ崎市聴覚障害者協会

　　　　手話講習会の指導，近隣市町（龍ケ崎市，利根町，河内町）の小学校での手話体験講座の開催な

　　　　どを通して健聴者と聴覚障がい者のコミュニケーションを図っています。

　　　【連絡先】　菊地／FAX６５－００３９

　８．龍ケ崎地方家族会（ピア・かたつむり）

　　　　精神疾患者を抱える家族が集まり，皆で困難事例への対応を話し合っています。初めて参加する家

　　　　族へのケアや相談。家族会を毎月第１土曜日に開催（１３：３０～龍ケ崎市市民活動センター）

　　　【連絡先】　長瀬／℡０９０－５４２５－２２３６

26



　発行/問い合わせ

〒３０１－８６１１

茨城県龍ケ崎市３７１０

龍ケ崎市福祉部

障がい福祉課障がい者支援グループ

TEL：０２９７－６４－１１１１（内線２６９・２７４）

FAX：０２９７－６４－７００８

この冊子の情報は令和５年４月1日現在の内容です
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